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は不透明感があり、シンクタンク見通しも名目賃金の伸びを従来と比べそれ程

強く見ていない。一方で、来年度の春闘についても 年度と同等あるいは

上回るような賃上げの実現が現実味を帯びつつあり、賃上げの機運が広がり始

めた可能性もある。

そこで、本補論では、 年度 ％の、 年度に４％の賃上げが実現

した場合に我が国経済へどの程度の影響が及ぶのかを見るために、マクロモデ

ルでの試算を行った（補論図表） 。その結果、１人当たり名目賃金の伸

びが２年続けて３～４％と高率な水準で推移した場合、２年目には名目民間消

費が ％ポイント、名目ＧＤＰが ％ポイント程度伸びるという結果と

なった。

なお、賃金の上昇は、消費者マインドを好転させ、それにより（家計の購買

力拡大による分だけではなく）民間消費へプラスの影響を与えることが想像さ

れる。マクロモデルの性格上、そのような効果を織り込むことは難しいが、こ

うした効果を加味したならば、経済への押上げ効果は補論図表の試算よりも大

きなものとなることが想定される。

補論図表 ４％の賃金上昇が実現した場合の我が国経済への影響（試算）

（注） はポイントの略。数字は、１人当たり名目賃金の伸びが
本図表の数値となった場合の試算結果 Ｂ と、そうでない場合
の試算結果 Ａ とのかい離率（＝ Ｂ－Ａ Ａ× ）。

（出所）筆者試算による

（内線 ）

試算はマクロモデルによるものであり、結果は幅を持って見る必要がある。

まだ実績値は公表されていない 年度は予測の対象時期となることから、同年度につい

ては脚注７などを参考に、仮置きとして ％の賃上げ率を仮定した。

なお、賃金上昇による物価上昇など副次的な効果による影響から、 、 年度の最終

的な賃金上昇率はそれぞれ ％、 ％よりも僅かながら高くなっている。

１人当たり
名目賃金

名目
民間消費

名目
GDP

１年目 3.5％ 0.5％p 0.4％p

２年目 4.0％ 1.3％p 0.7％p
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本コラムでは、総務省「令和４年就業構造基本調査」（令和５年７月21日公表）か

ら、テレワークの実施状況について取り上げることとしたい。テレワークとは、情報

通信技術（ＩＣＴ）を活用し、勤め先のオフィス等から離れて自宅等で仕事をするこ

とである。なお、テレワークは以前からも行われており、国土交通省の調査（「テレワ

ーク人口実態調査」（平成14年以降））などがなされているが、令和４年就業構造基本

調査でも、コロナ禍等を背景として、テレワーク等の調査事項が加えられている。 

 

（都道府県別に見たテレワーク実施割合） 

まずは、都道府県（及び全国）別に、テレワーク実施割合（有業者総数のうち、テ

レワークを実施した者の割合）について示したものが、次の図表１である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表１を見ると、テレワークの実施割合は都道府県で違いがあり、東京都、神奈川

県、千葉県、埼玉県では特に割合が高いことが分かる。大阪府や愛知県なども実施割

合がやや高くなっているが、全国平均とさほど変わらない水準であり、東京都などの

１都３県が全国平均の実施割合を引き上げていると見ることもできよう。 

 

（産業別に見たテレワーク実施割合） 

次に、テレワーク実施割合について産業（日本標準産業分類（平成25年10月改定）

に基づく）別に示したものが、次頁の図表２である。これを見ると、テレワーク実施

割合は産業によっても違いがあり、その割合は「情報通信業」で最も高く、次いで「学

図表１ 都道府県別に見たテレワーク実施割合 

（出所）総務省「令和４年就業構造基本調査」より作成 
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術研究，専門・技術サービス業」、

「金融業，保険業」などとなっ

ていることが分かる。また、他

方で「農業，林業」や「漁業」、

「宿泊業，飲食サービス業」な

どでは実施割合が低くなってい

る。このことから考えると、そ

れぞれの産業には、具体的な仕

事の進め方や働き方などとの関

係で、テレワークをしやすい産

業、テレワークに向かない産業

などの違いがあり、そうした違

いが産業別に見たテレワーク実

施割合に現れているということ

が推測されよう。 

 

（都道府県の産業構造とテレワーク実施割合との関係） 

さらに、都道府県別に、「情報通信業」で働く有業者の有業者総数に占める割合と、

テレワーク実施割合との関係を示したものが、図表３である。 

これを見ると、「情報通信業」で働

く有業者の割合が高い都道府県ほど、

テレワーク実施割合が高くなる傾向

にあることが分かる。なお、同様の

傾向は「学術研究，専門・技術サー

ビス業」などでも見られ、都道府県

別のテレワーク実施割合には、その

都道府県の産業構造も関係している

可能性がうかがえよう。 

なお、こうした関係以外にも、例

えば、大企業で働く有業者が多い都

道府県（従業員が数名の小規模企業

では、事実上、テレワークが困難と

いうことも考えられる）や、新型コ

ロナウイルス感染症の感染者数が多

い都道府県（感染予防のため）など

では、テレワーク実施割合が高くな

るなどのことも考えられる。ただ、こうした別の切り口による分析については、本コ

ラムでは紙幅の関係もあることから、いずれ別稿にて検討することとしたい。 
 

（調査情報担当室 前田泰伸 内線75044） 

 

図表２ 産業別に見たテレワーク実施割合 

（出所）総務省「令和４年就業構造基本調査」より作成 
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図表３ 都道府県別の「情報通信業」で働く有業

者の割合とテレワーク実施割合との関係 

(注) Ｘの係数及び定数項の下の()内の数値はｔ値であり、「***」
はｔ値が１％の有意水準を満たすことを示す。また、Ｒ２は決
定係数である。 

(出所)総務省「令和４年就業構造基本調査」より作成 
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